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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　規　則� 所管課（室）名　

〇現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則� 人 事 課

　現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和６年３月29日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

長崎県規則第20号の３

　　　現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則

　現業職員の給与に関する規則（昭和32年長崎県規則第81号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（通勤手当）

第�10条　通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。

　　略

　�　条例第４条の４第２号の規定に該当する職員（自動車

その他の交通の用具（以下この条において「自動車等」

という。）を使用しなければ通勤することが著しく困難

である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで

徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２

キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を

除く。）　自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につ

き、次に定める額（条例第４条の７の規定により在宅勤

務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務

職員のうち、１箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に

満たない職員にあつては、その額から、その額に100分

の50を乗じて得た額を減じた額）

　　ア～タ　略

　　略

２～５　略

　（在宅勤務等手当）

第�12条の３　住居、職員の配偶者（届出をしないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。）若しくは二親等内

の親族の住居、宿泊施設の客室（職員が当該客室の利用に

係る料金を負担する場合に限る。）又はこれらに準ずる場

所として知事が認めるものにおいて、正規の勤務時間（休

暇により勤務しない時間その他一般職員の例により定めら

　（通勤手当）

第�10条　通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。

　　略

　�　条例第４条の４第２号の規定に該当する職員（自動

車その他の交通の用具（以下この条において「自動車

等」という。）を使用しなければ通勤することが著しく

困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しな

いで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片

道２キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員

を除く。）　自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間に

つき、次に定める額（定年前再任用短時間勤務職員のう

ち、平均１箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない

職員にあつては、その額から、その額に100分の50を乗

じて得た額を減じた額）

　　ア～タ　略

　　略

２～５　略
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　�れる時間を除く。）の全部を勤務することを、３箇月以上

の期間について１箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた

職員には、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務

等手当を支給されている職員が在宅勤務等手当の要件を欠

くこととなったと認められる場合においては、当該要件を

欠くこととなったと認められる月以後、在宅勤務等手当を

支給しない。

２　在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

　　　附　則

　この規則は、令和６年４月１日から施行する。
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